
品種特性調査説明 

下列の器官又は特性應按照説明進行調査又は観察。 

 

１．枝梢生長習性：果実採収後すぐに観察しなければならない。 

２．葉片：生長が停止した春梢中段の完全に展開した葉片を調査する。 

３．花器：説明のある場合を除き，花芽又は花は当該品種の盛花期花序頂端のものを調査

しなければならない。 

４．果実：每週検査し，適当な成熟度ですぐに採収しなければならない。果実は樹冠外囲

の中間高度から採取しなければならない。 

５．果実表面と果皮：果蒂と実頂中間部位を観察し、果皮に関する観察は採収後３から７

日以内でなければならない。 

６．果肉：果実全体の中段を橫切る面を観察する。 

７．種子：新鮮なものを観察する。 

８．子葉胚色：多胚性のものは大型胚を観察する。 

９．果実：自交不親和性は，同品種の自花又は他花授粉の子房受精ができないものを用い

る。 

 

キンカン植物学形態図 

図一、葉身の長さと幅 

 

図二、葉身の形状 

1 楕円     2 卵形      3 倒卵形   4 広披針形  5 披針形     6 円形   

 

図三、葉縁の形状 

 

      鈍鋸齒             齒牙形            全縁 
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図四、葉先の形状 

 

図五、葉先の內凹 

 

図六、翼葉の形状 

 

1 心臟形          2 三角形       3 倒卵形     4 倒披針形    5 線形 

図七、翼葉の長さと幅 

 

銳形 

円形 

漸尖 

鈍形 

1  無 9  有 

図八、果実の形状 

1 扁円形 2 球形 3 楕円形 4長楕円形 5倒卵形 6卵形  7 梨形 8ひょうたん形 9歪斜形 

 

図九、果梗端の形状 

図十、果実の頸部の形状 

図十一、果梗端の凹陷 

 

 

 

 

 無 

  無 

有 

有 

扁平 稍円 円形 漸尖 
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扁平 稍円 円形 漸尖 
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図十二、果頂の一般形状 

図十三、果実：果頂端の凹陥 

 

 

扁平 稍円 円形 

無 有 

⑩ 不結球白菜の新品種特性試験検定の注意事項 

 

一、植物新品種審議委員会及び再審查委員会組織及び審查弁法第七条の規定により訂定する。 

二、各植物種類の特性検定機構は行政院農業委員会（以下、本会という）が指定する２か所を原

則とし、必要な時は実際の需要により、これを增減するものとする。 

三、新品種の栽培試験特性検定の進行の時間は、検定機構は新品種說明書を参考にして栽培適期

を決定し、もって２回の生長期の特性観察検定を完成させることを原則とし、必要な時は実際

の需要により検定機構がその縮短又は延長を決定するものとする。各検定機構の栽培観察の植

株数は40株以上、２回以上の反複とし；溫室の中の栽培観察は、植株数と反複数を半分に減ら

すことができる。検定試験の方法はComplete Randomized又はRandomized Complete Block 

Designを採用し、かつ対照品種を栽植するものとする。 

四、新品種の登記を申請する申請者は特性検定機構による指定の時間に、特性検定に必要な種子

を提供し、その数量は少なくとも1000粒とし；特性検定に提供する種子の品質は国家標準の規

定を下回らないものとし、かつ検定機構の同意又は指定を得ずに、先に薬剤又はその他の化学

物品の処理を行ってはならないものとする。 

五、特性検定は植株の栽培管理操作を観察し、新品種說明書が提供する栽培管理操作の說明を参

考にし、もって植株の正常な生長状態を維持することを原則とするものとする。 

六、子葉の特性の観察記錄は、幼苗時に行い；花の特性の観察記錄は、植株の開花時に行い；葉

の特性の観察記錄は、葉片の発育が市場の消費標準の期間に達したときに行うものとする。 

七、耐病性又は耐虫性は、新品種の申請登記の主要特性について行い、かつ検定機関が必要と認

めるときは、耐病又は耐虫特性の検定は、コントロールされた接種状況下で、適当な環境にお

いて行うものとする。 

八、特性検定の過程に疑義の点があれば、検定機構は本会と同じく国際的な関連する規範を参考

にこれを処理するものとする。 

 

132

P000-139.indd   132 2018/08/14   10:25:29



図十二、果頂の一般形状 

図十三、果実：果頂端の凹陥 

 

 

扁平 稍円 円形 

無 有 

⑩ 不結球白菜の新品種特性試験検定の注意事項 

 

一、植物新品種審議委員会及び再審查委員会組織及び審查弁法第七条の規定により訂定する。 

二、各植物種類の特性検定機構は行政院農業委員会（以下、本会という）が指定する２か所を原

則とし、必要な時は実際の需要により、これを增減するものとする。 

三、新品種の栽培試験特性検定の進行の時間は、検定機構は新品種說明書を参考にして栽培適期

を決定し、もって２回の生長期の特性観察検定を完成させることを原則とし、必要な時は実際

の需要により検定機構がその縮短又は延長を決定するものとする。各検定機構の栽培観察の植

株数は40株以上、２回以上の反複とし；溫室の中の栽培観察は、植株数と反複数を半分に減ら

すことができる。検定試験の方法はComplete Randomized又はRandomized Complete Block 

Designを採用し、かつ対照品種を栽植するものとする。 

四、新品種の登記を申請する申請者は特性検定機構による指定の時間に、特性検定に必要な種子

を提供し、その数量は少なくとも1000粒とし；特性検定に提供する種子の品質は国家標準の規

定を下回らないものとし、かつ検定機構の同意又は指定を得ずに、先に薬剤又はその他の化学

物品の処理を行ってはならないものとする。 

五、特性検定は植株の栽培管理操作を観察し、新品種說明書が提供する栽培管理操作の說明を参

考にし、もって植株の正常な生長状態を維持することを原則とするものとする。 

六、子葉の特性の観察記錄は、幼苗時に行い；花の特性の観察記錄は、植株の開花時に行い；葉

の特性の観察記錄は、葉片の発育が市場の消費標準の期間に達したときに行うものとする。 

七、耐病性又は耐虫性は、新品種の申請登記の主要特性について行い、かつ検定機関が必要と認

めるときは、耐病又は耐虫特性の検定は、コントロールされた接種状況下で、適当な環境にお

いて行うものとする。 

八、特性検定の過程に疑義の点があれば、検定機構は本会と同じく国際的な関連する規範を参考

にこれを処理するものとする。 

 

133

P000-139.indd   133 2018/08/14   10:25:29



不結球白菜の品種特性調査表 

 

不結球白菜の新品種の命名又は権利の登記を申請する者は，本表に詳しく記入するとともに特徵

を示すカラー写真を添付してください 

品種名称(中国語)：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  電    話：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

        (英文)：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  種植地点：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

供提単位：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  調 查 者：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

住  所：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  調查日期：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

 

品種特性 

 

一、種子 

１．種子の色：□(1)浅褐色  □(2)褐色  □(3)深褐色  □(4)その他 (註明：╴ ╴ 色) 

２．千粒種子重：╴ ╴ g 

 

二、子葉 

１．子葉大小：□(1)小  □(2)中  □(3)大 

２．子葉色沢：□(1)浅緑色  □(2)緑色  □(3)濃緑色  □(4)藍緑色  □(5)紫緑色  □(6)そ

の他 (註明：╴ ╴ 色) 

３．胚軸の色：□(1)浅紅色  □(2)紅色  □(3)紫紅色  □(4)緑色  □(5)その他 (註

明：╴ ╴ 色) 

 

三、株型： 

１．株高 (収穫適期)：□(1)矮  □(2)中  □(3)高 (註明：╴ ╴ cm) 

２．株寬 (収穫適期)：□(1)小  □(2)中  □(3)大  

 

四、葉片  

１．葉色：□(1)浅黃色  □(2)浅緑色  □(3)緑色  □(4)濃緑色  □(5)墨緑色 

２．葉姿：□(1)平展  □(2)半直立  □(3)直立 

３．葉大小：□(1)小  □(2)中  □(3)大 

４．葉数：□(1)少  □(2)中  □(3)多 

５．葉形：□(1)馬耳形  □(2)倒卵形  □(3)長倒卵形  □(4)卵円形  □(5)楕円形 

６．葉面：□(1)平滑  □(2)少皺  □(3)皺縮 

７．葉縁：□(1)無欠刻  □(2)有欠刻 

８．葉質：□(1)柔  □(2)粗硬 

９．葉柄の色：□(1)白色  □(2)浅緑色  □(3)緑色 

10．葉柄の厚さ：□(1)薄  □(2)中  □(3)厚 

11．葉柄の幅：□(1)狭  □(2)中  □(3)広 

12．葉柄の形状：□(1)微凹  □(2)凹  □(3)微平  □(4)平 

13．葉柄の長短：□(1)短  □(2)中  □(3)長 

14．播種から収穫までの日数：╴ ╴ 天，播種日期╴ ╴ 年╴ ╴ 月╴ ╴ 日 

 

五、花 

１．花色：□(1)浅黃色  □(2)黃色  □(3)深黃色  □(4)その他 (註明：╴ ╴ 色) 

２．自家不和合性：□(1)無  □(2)有〔□(A)弱  □(B)中  □(C)強〕 

３．雄性不稔性：□(1)無  □(2)有〔□(A)弱  □(B)中  □(C)強〕   

 

六、低溫抽苔性： 

(A)□(1)易  □(2)中  □(3)難 

(B)幼苗は╴ ╴ ℃，╴ ╴ 日間で抽苔開花 

(C)成株は╴ ╴ ℃，╴ ╴ 日間で抽苔開花 

 

七、適応性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

八、耐寒性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

九、耐熱性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

十、耐旱性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

十一、耐湿性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

十二、耐病性     

１．軟腐病：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

２．べと病：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

 

十三、耐虫性 

１．アブラムシ：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

２．コナガ：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

３．モンシロチョウ：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗   

 

十四、その他 

１．その他特性： 

２．生長習性： 

 

十五、備  註 

植株及び葉片等のカラー写真又はスライドを添付してください。 
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不結球白菜の品種特性調査表 

 

不結球白菜の新品種の命名又は権利の登記を申請する者は，本表に詳しく記入するとともに特徵

を示すカラー写真を添付してください 

品種名称(中国語)：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  電    話：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

        (英文)：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  種植地点：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

供提単位：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  調 查 者：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

住  所：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  調查日期：╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴  

 

品種特性 

 

一、種子 

１．種子の色：□(1)浅褐色  □(2)褐色  □(3)深褐色  □(4)その他 (註明：╴ ╴ 色) 

２．千粒種子重：╴ ╴ g 

 

二、子葉 

１．子葉大小：□(1)小  □(2)中  □(3)大 

２．子葉色沢：□(1)浅緑色  □(2)緑色  □(3)濃緑色  □(4)藍緑色  □(5)紫緑色  □(6)そ

の他 (註明：╴ ╴ 色) 

３．胚軸の色：□(1)浅紅色  □(2)紅色  □(3)紫紅色  □(4)緑色  □(5)その他 (註

明：╴ ╴ 色) 

 

三、株型： 

１．株高 (収穫適期)：□(1)矮  □(2)中  □(3)高 (註明：╴ ╴ cm) 

２．株寬 (収穫適期)：□(1)小  □(2)中  □(3)大  

 

四、葉片  

１．葉色：□(1)浅黃色  □(2)浅緑色  □(3)緑色  □(4)濃緑色  □(5)墨緑色 

２．葉姿：□(1)平展  □(2)半直立  □(3)直立 

３．葉大小：□(1)小  □(2)中  □(3)大 

４．葉数：□(1)少  □(2)中  □(3)多 

５．葉形：□(1)馬耳形  □(2)倒卵形  □(3)長倒卵形  □(4)卵円形  □(5)楕円形 

６．葉面：□(1)平滑  □(2)少皺  □(3)皺縮 

７．葉縁：□(1)無欠刻  □(2)有欠刻 

８．葉質：□(1)柔  □(2)粗硬 

９．葉柄の色：□(1)白色  □(2)浅緑色  □(3)緑色 

10．葉柄の厚さ：□(1)薄  □(2)中  □(3)厚 

11．葉柄の幅：□(1)狭  □(2)中  □(3)広 

12．葉柄の形状：□(1)微凹  □(2)凹  □(3)微平  □(4)平 

13．葉柄の長短：□(1)短  □(2)中  □(3)長 

14．播種から収穫までの日数：╴ ╴ 天，播種日期╴ ╴ 年╴ ╴ 月╴ ╴ 日 

 

五、花 

１．花色：□(1)浅黃色  □(2)黃色  □(3)深黃色  □(4)その他 (註明：╴ ╴ 色) 

２．自家不和合性：□(1)無  □(2)有〔□(A)弱  □(B)中  □(C)強〕 

３．雄性不稔性：□(1)無  □(2)有〔□(A)弱  □(B)中  □(C)強〕   

 

六、低溫抽苔性： 

(A)□(1)易  □(2)中  □(3)難 

(B)幼苗は╴ ╴ ℃，╴ ╴ 日間で抽苔開花 

(C)成株は╴ ╴ ℃，╴ ╴ 日間で抽苔開花 

 

七、適応性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

八、耐寒性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

九、耐熱性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

十、耐旱性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

十一、耐湿性：□(1)弱  □(2)中  □(3)強 

 

十二、耐病性     

１．軟腐病：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

２．べと病：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

 

十三、耐虫性 

１．アブラムシ：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

２．コナガ：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗 

３．モンシロチョウ：□(1)感  □(2)中感  □(3)中抗  □(4)抗   

 

十四、その他 

１．その他特性： 

２．生長習性： 

 

十五、備  註 

植株及び葉片等のカラー写真又はスライドを添付してください。 
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⑪ 申請注意事項 
 
一、品種権申請の基本条件 

農業委員会により、「植物品種及び種苗法」を適用し、植物種類の新品種が、新規性、

区別性、均一性、安定性及び一の適当な品種名称を備えるものは、すべて品種権を申請

できることが公告されている。 

新規性：一品種が申請日の前に、その種苗又は收穫材料を品種申請権人が自ら又は同意

して販売又は普及し、国內で一年；国外で、木本又は多年生藤本植物は六年、

その他の物種は四年を超過していないものを指す。 

区別性：一品種が一個以上の特性を用いて、申請日の前に国內又は国外において流通又

は品種権を取得している品種と区別でき、かつ当該特性が判別及び敘述できる

ものを指す。 

均一性：一品種の特性が予想される自然変異を除いて、個体間の表現が一致するものを

指す。 

安定性：一品種が指定の繁殖方法下で、繰り返し繁殖を経て又は一の特定の繁殖周期後､

その主要特性が維持され不変であるものを指す。 

 
二、植物品種権利の範圍 
権利の効力：登録された品種権登記の品種は、品種権者は取得品種権の種苗、当該品種

の種苗を利用して得られる收穫物、直接の加工物、専有生産、繁殖、普及、

販売、輸出入等の権利、その他の者は品種人から授権してから、当該品種

を使用することができる。 

権利の期間：権利保護年限は、登録の公告の日から起算して、木本又は多年生の藤本植

物は25年、その他の植物は20年である。 

仮 保 護：中央主管機関は申請日から一か月以内に申請案の公開を行い、申請案の公

開から登録の公告日までは仮保護が与えられる。申請人は品種権の申請案

の公開後、書面をもって通知し、通知後登録の公告前に、当該品種の商業

上の利用を継続する者に、取得品種権取得後、請求適当な補償金を請求す

ることができる。 

前項の補償金の請求権は、公告の日から、二年以內に行使しないときは消

滅する。 

 
三、品種権申請案の審査 

品種権の申請案は行政院農業委員会依「植物品種審議委員会組織及び審查弁法」、国內

の専門の学者に依頼して各類作物の審議委員会を設置し、当該弁法規定に依拠し審查を

進行する。審查結果を審定書にとりまとめ、審定理由を明確にし、申請人に通知し、証

書費及び第一年の年費を支払った後、公告品種権の公告を開始し、植物品種権証書を発

給する。一般には、申請案の申請から発証まで約１～３年かかる。 

 

四、申請で備えるべき書類 
（一）植物品種権申請書１部 

（二）植物品種説明書10部 

（三）品種特性のカラー写真のCD1部（品種特性のカラー写真３枚は、JPGファイルにし

て、植物品種権申請書、説明書及び特性調查表は電子ファイルに保存してください）。 

（四）申請費は新台湾ドルで2,000元（郵政匯票又は支票支付で、受款人註明：行政院農

業委員会農糧署）。 

（五）植物品種審議委員会組織及び審查弁法第九条第一項の書面審議の採用を主張する

ものは、認証を得た特性検定報告書10部を添付する必要がある。 

 
五、品種権申請案件受理 

主弁機関：行政院農業委員会農糧署 

地址：南投市中興新村光華路8號 

洽詢電話：(049)2332380轉2307（農糧署種苗管理科） 

傳真：(049)2341061 

e-mail：kayla2616@mail.afa.gov.tw 

 
六、資料補正： 

品種権の登記を申請するものは、前述の書類、検定材料及び規定の費用、又は書類記

載が完備していないものは、通知を経て限期內に補正しなければならない。 
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